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１６ 

 
 専決処分について 
  専決処分第１号 平成２０年度新潟県後期高齢者医療広域連合一般

会計補正予算（第２号）について 
 
 
 専決処分について 
  専決処分第２号 新潟県後期高齢者医療広域連合後期高齢者医療に

関する条例の一部改正について 
 
 
新潟県後期高齢者医療広域連合後期高齢者医療制度臨時特例基金条例
の一部改正について 

 
 
平成２０年度新潟県後期高齢者医療広域連合一般会計歳入歳出決算認
定について 

 
 
平成２０年度新潟県後期高齢者医療広域連合後期高齢者医療特別会計
歳入歳出決算認定について 

 
 
平成２１年度新潟県後期高齢者医療広域連合一般会計補正予算（第１
号）について 

 
 
平成２１年度新潟県後期高齢者医療広域連合後期高齢者医療特別会計
補正予算（第１号）について 

 



議案番号 議      件      名 

 
 

 
 
 

 



１ 

 

議案第１０号 

 

専決処分について 

 

 下記事件について、地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２９２条の規定により準

用する同法第１７９条第１項の規定に基づき、別紙のとおり専決処分したので、同条第３

項の規定によりこれを報告し、議会の承認を求める。 

 

  平成２１年８月２５日提出 

 

 

新潟県後期高齢者医療広域連合長  篠 田   昭 

 

記 

 

専決処分第１号 平成２０年度新潟県後期高齢者医療広域連合一般会計補正予算（第２号）

について 

 



２ 

専決処分第１号 

 

専 決 処 分 書 

 

 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２９２条の規定により準用する同法第１７９

条第１項の規定に基づき、平成２０年度新潟県後期高齢者医療広域連合一般会計補正予算

（第２号）について、次のとおり専決処分する。 

 

 平成２１年３月２６日 

 

 

新潟県後期高齢者医療広域連合長 篠 田   昭 

 

 平成２０年度新潟県後期高齢者医療広域連合一般会計補正予算（第２号）について 

 

 平成２０年度新潟県後期高齢者医療広域連合一般会計補正予算（第２号）は、別紙のと

おりとする。 

  



３ 

 

議案第１１号 

 

専決処分について 

 

 下記事件について、地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２９２条の規定により準

用する同法第１７９条第１項の規定に基づき、別紙のとおり専決処分したので、同条第３

項の規定によりこれを報告し、議会の承認を求める。 

 

  平成２１年８月２５日提出 

 

 

新潟県後期高齢者医療広域連合長  篠 田   昭 

 

記 

 

専決処分第２号 新潟県後期高齢者医療広域連合後期高齢者医療に関する条例の一部改正

について 

 



４ 

専決処分第２号 

 

専 決 処 分 書 

 

 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２９２条の規定により準用する同法第１７９

条第１項の規定に基づき、新潟県後期高齢者医療広域連合後期高齢者医療に関する条例（平

成１９年新潟県後期高齢者医療広域連合条例第３３号）の一部を改正する条例について、

次のとおり専決処分する。 

 

 平成２１年６月１６日 

 

 

新潟県後期高齢者医療広域連合長 篠 田   昭 

 

 

 新潟県後期高齢者医療広域連合後期高齢者医療に関する条例の一部改正について 

 

 新潟県後期高齢者医療広域連合後期高齢者医療に関する条例の一部を改正する条例を

次のように定める。 

 



５ 

新潟県後期高齢者医療広域連合後期高齢者医療に関する条例の一部を改正する条例 

平成２１年６月１６日 

条例第３号  

 新潟県後期高齢者医療広域連合後期高齢者医療に関する条例（平成１９年新潟県後期高

齢者医療広域連合条例第３３号）の一部を次のように改正する。 

 附則第４条中「若しくは附則第９条」を「、附則第９条若しくは附則第１０条」に改め

る。 

 附則第８条中「第２項」を「第３項」に改める。 

 附則に次の１条を加える。 

（平成２１年度における所得の少ない者に係る保険料の賦課額の特例） 

第10条 平成２１年度における所得の少ない者に係る保険料の減額について第１５条第１

項第１号の規定を適用する場合においては、同号中「１０分の７」とあるのは、「２０

分の１７」とする。 

２ 前項の規定は、平成２１年度における所得の少ない者に係る保険料の減額について第

１５条第１項第１号の２の規定を適用する場合においては、適用しない。 

 

   附 則 

 この条例は、公布の日から施行し、改正後の新潟県後期高齢者医療広域連合後期高齢者

医療に関する条例の規定は、平成２１年４月１日から適用する。 

 

 

 



６ 
 

議案第１２号 
 
新潟県後期高齢者医療広域連合後期高齢者医療制度臨時特例基金条例の一部改正に

ついて 
 

新潟県後期高齢者医療広域連合後期高齢者医療制度臨時特例基金条例の一部を改正する

条例を次のように定める。 
 

平成２１年８月２５日提出 
 
 
             新潟県後期高齢者医療広域連合長 篠 田   昭 



７ 

 

新潟県後期高齢者医療広域連合後期高齢者医療制度臨時特例基金条例の一部を改正 

する条例 

 

 新潟県後期高齢者医療広域連合後期高齢者医療制度臨時特例基金条例（平成２０年新潟

県後期高齢者医療広域連合条例第１号）の一部を次のように改正する。 

第６条第５号中「平成１９年政令第３２５号」の次に「。以下「算定政令」という。」

を加え、同条に次の１号を加える。 

(6) 平成２１年度における広域連合が行う均等割額が７割減額されている被保険者（前

号の規定による均等割額の減額を受けている者を除く。）に係る均等割額の減額（算

定政令第１０条第１項に規定する額を除く。）のための財源に充てる場合 

  附 則  
この条例は、公布の日から施行する。 

 



８ 
  

議案第１３号 
 
平成２０年度新潟県後期高齢者医療広域連合一般会計歳入歳出決算認定について 

 
地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２９２条の規定により準用する同法第２３３

条第３項の規定に基づき、平成２０年度新潟県後期高齢者医療広域連合一般会計歳入歳出

決算を、別紙監査委員の意見を付けて議会の認定に付する。 
 

平成２１年８月２５日提出 
 
 
             新潟県後期高齢者医療広域連合長 篠 田   昭 



９ 
  

議案第１４号 
 
平成２０年度新潟県後期高齢者医療広域連合後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算

認定について 
 

地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２９２条の規定により準用する同法第２３３

条第３項の規定に基づき、平成２０年度新潟県後期高齢者医療広域連合後期高齢者医療特

別会計歳入歳出決算を、別紙監査委員の意見を付けて議会の認定に付する。 
 

平成２１年８月２５日提出 
 
 
             新潟県後期高齢者医療広域連合長 篠 田   昭 



１０ 
 

議案第１５号 
 
平成２１年度新潟県後期高齢者医療広域連合一般会計補正予算（第１号）について 

 
 平成２１年度新潟県後期高齢者医療広域連合一般会計補正予算（第１号）は、別紙のと

おりとする。 
 

平成２１年８月２５日提出 
 
 
             新潟県後期高齢者医療広域連合長 篠 田   昭 



１１ 
 

議案第１６号 
 
平成２１年度新潟県後期高齢者医療広域連合後期高齢者医療特別会計補正予算 

（第１号）について 
 

 平成２１年度新潟県後期高齢者医療広域連合後期高齢者医療特別会計補正予算（第１号）

は、別紙のとおりとする。 
 

平成２１年８月２５日提出 
 
 
             新潟県後期高齢者医療広域連合長 篠 田   昭 
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議案第１３・１４号別紙 
 
 
 
 

平成２０年度 

 
 
 

新潟県後期高齢者医療広域連合 

一般会計及び後期高齢者医療特別会計 

歳入歳出決算審査意見書 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

新潟県後期高齢者医療広域連合監査委員 
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（注）１ 比率（％）は、小数点以下第 2 位を四捨五入した。 
   ２ 比率「0.0」は該当数字があるが表示単位未満のもの、「－」は該当数 
     値のないもの、「△」は減またはマイナスである。 
   ３ 構成比率（％）は、合計が 100.0 となるように一部調整した。 
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平成２０年度新潟県後期高齢者医療広域連合 

一般会計及び後期高齢者医療特別会計歳入歳出 

決算審査意見書 

 

第１ 審査の対象 

  １ 平成２０年度 新潟県後期高齢者医療広域連合一般会計歳入歳出決算 

  ２ 平成２０年度 新潟県後期高齢者医療広域連合後期高齢者医療特別会計 

  歳入歳出決算 

 

第２ 審査の期間 

平成２１年６月２５日から平成２１年７月３日 

 

第３ 審査の方法 

   平成２０年度一般会計・後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算書及び決算付

属書類、実質収支に関する調書、財産に関する調書について、それぞれが関係

法令に準拠して作成されているか、決算の計数が正確であるか、予算は適正か

つ効率的に執行されているかなどを主眼として、関係諸帳簿及び証書類と照合

するとともに、関係職員の説明を聴取し審査を行った。 

 

第４ 審査の結果 

   審査に付された平成２０年度一般会計・後期高齢者医療特別会計歳入歳出決

算書及び決算付属書類等は、いずれも関係法令に準拠して作成されており、そ

の計数は関係諸帳簿及び証書類と照合した結果、正確であり、各会計の歳入歳

出予算の執行についても適正であると認められた。 
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第５ 審査の概要 

１ 総括 

 (1) 決算規模 

【総計決算額】          （単位：円） 

区分 歳入 歳出 歳入歳出差引額 

一般会計決算額 2,997,541,265 2,861,745,787 135,795,478

特別会計決算額 202,360,395,809 192,682,062,666 9,678,333,143

合計 205,357,937,074 195,543,808,453 9,814,128,621

平成２０年度の決算規模は上の表のとおりである。一般会計と特別会計

を合わせた総計決算額は、歳入総額 2,053 億 5,793 万 7,074 円、歳出総額

1,955 億 4,380 万 8,453 円となっている。 

【純計決算額】          （単位：円） 

区分 歳入 歳出 歳入歳出差引額 

一般会計決算額 2,140,692,660 2,004,897,182 135,795,478

特別会計決算額 202,360,395,809 192,682,062,666 9,678,333,143

合計 204,501,088,469 194,686,959,848 9,814,128,621

   一般会計決算額の中には、一般会計から特別会計への繰出金 8 億 5,684

万 8,605 円が含まれている。これを歳入及び歳出から控除した純計決算額

は上の表のとおりである。 
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(2) 決算収支の状況 

【一般会計及び特別会計収支状況】    （単位：円） 

区分 一般会計 特別会計 総計決算額 

①歳入総額 2,997,541,265 202,360,395,809 205,357,937,074

②歳出総額 2,861,745,787 192,682,062,666 195,543,808,453

③形式収支（①－②） 135,795,478 9,678,333,143 9,814,128,621

④翌年度へ繰越すべき財源 0 0 0

⑤実質収支（③－④） 135,795,478 9,678,333,143 9,814,128,621

⑥前年度実質収支 103,051,580 - 103,051,580

⑦単年度収支（⑤－⑥） 32,743,898 9,678,333,143 9,711,077,041

平成２０年度の一般会計及び特別会計の総計決算額の形式収支及び実質収

支は 98 億 1,412 万 8,621 円の黒字となった。また、単年度収支は、97 億 1,107

万 7,041 円となった。 

 

(3) 予算執行の状況 

          【予算執行状況】               （単位：円・％） 

  区分 

 

会計別 

予算現額 

（Ａ） 

歳入 歳出 

調定額(Ｂ) 収入済額(Ｃ) 
執行率 

（Ｃ/Ａ）
支出済額(Ｄ) 

執行率 

（Ｄ/Ａ）

一般会計 2,985,095,000 2,997,541,265 2,997,541,265 100.4 2,861,745,787 95.9

特別会計 209,076,579,000 202,360,395,809 202,360,395,809 96.8 192,682,062,666 92.2

合計 212,061,674,000 205,357,937,074 205,357,937,074 96.8 195,543,808,453 92.2
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２ 一般会計 

(1) 歳入 

平成 20 年度の一般会計決算額は、予算現額 29 億 8,509 万 5,000 円、収入済

額29億9,754万1,265円で、予算現額に対する執行率は100.4％となっている。

決算額を年度別に比較すると次のとおりである。 

【歳入年度比較表】         （単位：円・％） 

区分 

年度別 

予算現額 

（Ａ） 

調定額 

（Ｂ） 

収入済額 

（Ｃ） 

不納 

欠損額 

収入 

未済額 

平成20年度 2,985,095,000 2,997,541,265 2,997,541,265 0 0

平成19年度 1,965,765,000 1,999,082,922 1,999,082,922 0 0

比較増減額 1,019,330,000 998,458,343 998,458,343 0 0

増減率 51.9 49.9 49.9 0 0

   収入済額は、前年度に比べ、9億 9,845 万 8,343 円（49.9％）増加した。 

  款別の収入状況は次のとおりである。 

【款別収入状況及び構成比率表】     （単位：円・％） 

 
平成 20 年度 平成 19 年度 比較増減 

決算額 
構成 

比率 
決算額 

構成 

比率 
増減額 増減率

分担金及び

負担金 
1,008,600,000 33.7 660,000,000 33.0 348,600,000 52.8

国庫支出金 1,864,501,791 62.2 1,321,998,537 66.2 542,503,254 41.0

財産収入 1,369,920 0.0 0 0.0 1,369,920 皆増

繰入金 18,486,500 0.6 0 0.0 18,486,500 皆増

繰越金 103,051,580 3.4 10,198,206 0.5 92,853,374 910.5

諸収入 1,531,474 0.1 6,886,179 0.3 △5,354,705 △77.8

合計 2,997,541,265 100.0 1,999,082,922 100.0 998,458,343 49.9

款別の決算額で前年度に比べ増加したものは、分担金及び負担金 3億 4,860

万円(52.8％)、国庫支出金5億4,250万 3,254円(41.0％)、繰越金9,285万 3,374

円(910.5％)であり、財産収入と繰入金は前年度決算額がなかった。 
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一方、減少したのは、特別会計への移行を主因とする諸収入 535 万 4,705 円

(77.8％)だった。 

   款ごとの詳しい説明については次のとおりである。 

《第１款》 分担金及び負担金                            （単位：円・％） 

区分 

年度別 

予算現額 

（Ａ） 

調定額 

（Ｂ） 

収入済額 

（Ｃ） 

不納 

欠損額 

収入 

未済額 

平成20年度 1,008,600,000 1,008,600,000 1,008,600,000 0 0

平成19年度 660,000,000 660,000,000 660,000,000 0 0

比較増減額 348,600,000 348,600,000 348,600,000 0 0

増減率 52.8 52.8 52.8 0 0

分担金及び負担金の収入済額は、新潟県後期高齢者医療広域連合規約に基づ

く構成市町村からの事務費負担金であり、前年度に比べ3億4,860万円（52.8％）

増加した。 

《第２款》 国庫支出金                                （単位：円・％） 

区分 

年度別 

予算現額 

（Ａ） 

調定額 

（Ｂ） 

収入済額 

（Ｃ） 

不納 

欠損額 

収入 

未済額 

平成20年度 1,853,598,000 1,864,501,791 1,864,501,791 0 0

平成19年度 1,288,932,000 1,321,998,537 1,321,998,537 0 0

比較増減額 564,666,000 542,503,254 542,503,254 0 0

増減率 43.8 41.0 41.0 0 0

国庫支出金の収入済額は、後期高齢者医療制度事業費補助金（医療費適正化

事業分）854 万 2,000 円、特別調整交付金 3,084 万 4,000 円、高齢者医療制度

円滑運営臨時特例交付金18億2,511万 5,791円であり、前年度に比べ5億4,250

万 3,254 円（41.0％）増加した。 

《第３款》 財産収入                                 （単位：円・％） 

 
予算現額 

（Ａ） 

調定額 

（Ｂ） 

収入済額 

（Ｃ） 

不納 

欠損額 

収入 

未済額 

平成20年度 1,700,000 1,369,920 1,369,920 0 0

財産収入の収入済額は、後期高齢者医療制度臨時特例基金の運用利子 136 万
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9,920 円である。 

《第４款》 繰入金                                  （単位：円・％） 

 
予算現額 

（Ａ） 

調定額 

（Ｂ） 

収入済額 

（Ｃ） 

不納 

欠損額 

収入 

未済額 

平成20年度 18,050,000 18,486,500 18,486,500 0 0

繰入金の収入済額は、後期高齢者医療制度臨時特例基金から広報経費

及び市町村への後期高齢者医療制度特別対策補助金に充当する額を取り

崩した額 1,848 万 6,500 円である。 

《第５款》 繰越金                                  （単位：円・％） 

区分 

年度別 

予算現額 

（Ａ） 

調定額 

（Ｂ） 

収入済額 

（Ｃ） 

不納 

欠損額 

収入 

未済額 

平成20年度 103,051,000 103,051,580 103,051,580 0 0

平成19年度 10,198,000 10,198,206 10,198,206 0 0

比較増減額 92,853,000 92,853,374 92,853,374 0 0

増減率 910.5 910.5 910.5 0 0

前年度決算で生じた繰越金を収納したもので、収入済額は前年度に比べ 

9,285 万 3,374 円（910.5％）増加した。 

《第６款》 諸収入                                  （単位：円・％） 

区分 

年度別 

予算現額 

（Ａ） 

調定額 

（Ｂ） 

収入済額 

（Ｃ） 

不納 

欠損額 

収入 

未済額 

平成20年度 96,000 1,531,474 1,531,474 0 0

平成19年度 6,635,000 6,886,179 6,886,179 0 0

比較増減額 △6,539,000 △5,354,705 △5,354,705 0 0

増減率 △98.6 △77.8 △77.8 0 0

諸収入の収入済額は、預金利子 125 万 4,054 円、職員宿舎利用者負担分 17 万

1,100 円、職員駐車場利用者負担分 10 万 6,320 円であり、前年度に比べ 535 万

4,705 円（77.8％）減少した。 
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 (2) 歳出 

平成 20 年度の一般会計決算額は、予算現額 29 億 8,509 万 5,000 円、支出済

額 28 億 6,174 万 5,787 円、不用額 1 億 2,334 万 9,213 円で、執行率 95.9％と

なっている。決算額を年度別に比較すると、次のとおりである。 

【歳出年度別比較表】         （単位：円・％） 

   支出済額は、前年度に比べ 9 億 6,571 万 4,445 円（50.9％）の増加、執行率

では 0.6 ポイントの減少である。款別の支出状況は、次のとおりである。 

【款別支出状況及び構成比率表】         （単位：円・％） 

款別の決算額で前年度に比べ増加したものは、総務費 9億 6,582 万 4,804 円

(51.0％)であった。減少したのは議会費 11 万 359 円（9.3％）である。 

 

 

 

 

 

 

  区分 

 

年度別 

予算現額 

（Ａ） 

支出済額 

（Ｂ） 

翌年度

繰越額

（Ｃ）

不用額 

（Ａ-Ｂ-Ｃ） 

執行率 

（Ｂ/Ａ）

平成 20 年度 2,985,095,000 2,861,745,787 0 123,349,213 95.9

平成 19 年度 1,965,765,000 1,896,031,342 0 69,733,658 96.5

比較増減額 1,019,330,000 965,714,445 0 53,615,555 △0.6

増減率 51.9 50.9 0 76.9 -

 
平成 20 年度 平成 19 年度 比較増減 

決算額 構成比率 決算額 構成比率 増減額 増減率

議会費 1,080,389 0.0 1,190,748 0.1 △110,359 △9.3

総務費 2,860,665,398 100.0 1,894,840,594 99.9 965,824,804 51.0

公債費 0 0.0 0 0.0 0 0.0

予備費 0 0.0 0 0.0 0 0.0

合計 2,861,745,787 100.0 1,896,031,342 100.0 965,714,445 50.9
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款ごとの詳しい説明については次のとおりである。 

《第１款》 議会費                                  （単位：円・％） 

区分 

年度別 

予算現額 

（Ａ） 

支出済額 

（Ｂ） 

翌年度繰

越額（Ｃ）

不用額 

(Ａ－Ｂ－Ｃ) 

執行率 

(Ｂ/Ａ) 

平成20年度 1,539,000 1,080,389 0 458,611 70.2

平成19年度 1,900,000 1,190,748 0 709,252 62.7

比較増減額 △361,000 △110,359 0 △250,641 7.5

増減率 △19.0 △9.3 0 △35.3 -

   議会費は、広域連合議会の運営に要する経費を支出したもので、支出済額は

前年度に比べ、11 万 359 円（9.3％）の減少である。 

《第２款》 総務費                                  （単位：円・％） 

区分 

年度別 

予算現額 

（Ａ） 

支出済額 

（Ｂ） 

翌年度繰

越額（Ｃ）

不用額 

(Ａ－Ｂ－Ｃ) 

執行率 

(Ｂ/Ａ) 

平成20年度 2,983,256,000 2,860,665,398 0 122,590,602 95.9

平成19年度 1,956,565,000 1,894,840,594 0 61,724,406 96.8

比較増減額 1,026,691,000 965,824,804 0 60,866,196 △0.9

増減率 52.5 51.0 0 98.6 -

総務費は、広域連合の運営に要する経費を支出したもので、支出済額は前年

度に比べ、9億 6,582 万 4,804 円（51.0％）の増加である。 

   １項総務管理費の主なものは、特別会計事務費繰出金8億5,684万 8,605円、

派遣職員人件費等負担金 9,163 万 9,871 円、広報チラシ等作成業務委託料 2,199

万 5,839 円、後期高齢者医療制度特別対策補助金 3,737 万 3,000 円、後期高齢

者医療制度臨時特例基金積立金 18 億 2,511 万 5,791 円である。 

   ２項選挙費は 2万 9,000 円、３項監査委員費は 11 万 7,040 円の支出済額であ

る。 

   なお、《第３款》公債費及び《第４款》予備費については、支出がなかったた

め予算現額の全額が不用額となった。 
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一般会計 

 

≪歳 入 決 算 構 成 図≫ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

≪歳 出 決 算 構 成 図≫ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

平成２０年度 

決算額 

2,861,745 千円 

【歳出】 

総務費 

2,860,665 千円 

（100.0％） 

議会費 

1,080 千円 

（0.0％） 

平成２０年度 

決算額 

2,997,541 千円 

分担金及び 

負担金 

      1,008,600 千円 

（33.7％） 

【歳入】 

国庫支出金 

1,864,502 千円 

（62.2％） 

財産収入  1,370 千円 (0.0％） 

繰入金   18,486 千円 (0.6％) 

諸収入    1,531 千円 (0.1％) 

繰越金 

103,052 千円 

（3.4％） 
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３ 後期高齢者医療特別会計 

 (１) 歳入 

平成 20 年度の後期高齢者医療特別会計決算額は、予算現額 2,090 億 7,657 万

9,000 円、収入済額 2,023 億 6,039 万 5,809 円で、執行率 96.8％となっている。 

款別の収入状況は次のとおりである。 

【款別収入状況及び構成比率表】          （単位：円・％） 

 
予算現額 

（Ａ） 

調定額 

（Ｂ） 

収入済額 

（Ｃ） 

収入 

未済額 

執行率 

(C/A) 

構成 

比率 

市町村支出金 35,685,703,000 34,337,988,543 34,337,988,543 0 96.2 17.0

国庫支出金 68,824,956,000 68,467,944,185 68,467,944,185 0 99.5 33.8

県支出金 16,749,531,000 16,366,556,234 16,366,556,234 0 97.7 8.1

支払基金交付金 85,940,567,000 81,447,334,000 81,447,334,000 0 94.8 40.2

特別高額医療費 

共同事業交付金 
44,500,000 13,738,583 13,738,583 0 30.9 0.0

繰入金 1,733,949,000 1,673,133,553 1,673,133,553 0 96.5 0.8

県財政安定化基金借入金 1,000 0 0 0 0 0.0

諸収入 97,371,000 53,698,734 53,698,734 0 55.1 0.1

寄附金 1,000 1,977 1,977 0 197.7 0.0

合計 209,076,579,000 202,360,395,809 202,360,395,809 0 96.8 100.0

款ごとの詳しい説明については次のとおりです。 

《第１款》 市町村支出金                                    （単位：円・％） 

 
予算現額 

（Ａ） 

調定額 

（Ｂ） 

収入済額 

（Ｃ） 

収入 

未済額 

執行率 

(C/A) 

構成 

比率 

平成２０年度 35,685,703,000 34,337,988,543 34,337,988,543 0 96.2 100.0

内

訳 

保険料等負担金 19,354,560,000 18,007,014,543 18,007,014,543 0 93.0 52.4

療養給付費負担金 16,331,143,000 16,330,974,000 16,330,974,000 0 100.0 47.6

市町村支出金は、被保険者から納付された保険料等負担金と市町村が負担する療

養給付費負担金から構成されているものである。市町村支出金の内訳は、保険料等

負担金（180 億 701 万 4,543 円）、療養給付費負担金（163 億 3,097 万 4,000 円）で
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ある。 

《第２款》 国庫支出金                                  （単位：円・％） 

 
予算現額 

（Ａ） 

調定額 

（Ｂ） 

収入済額 

（Ｃ） 

収入 

未済額 

執行率 

(C/A) 

構成 

比率 

平成２０年度 
68,824,956,000 68,467,944,185 68,467,944,185 0 99.5 100.0

国庫負担金 49,411,818,000 48,642,525,751 48,642,525,751 0 98.4 71.0

内

訳 

療養給付費負担金 48,993,430,000 48,210,740,898 48,210,740,898 0 98.4 70.4

高額医療費負担金 418,388,000 431,784,853 431,784,853 0 103.2 0.6

国庫補助金 19,413,138,000 19,825,418,434 19,825,418,434 0 102.1 29.0

内

訳 

調整交付金 18,393,156,000 18,832,552,000 18,832,552,000 0 102.4 27.5

保健事業補助金 94,287,000 0 0 0 0.0 0.0

高齢者医療制度円

滑運営事業補助金 
925,695,000 887,808,241 887,808,241 0 95.9 1.3

後期高齢者医療制

度事業費補助金 
0 105,058,193 105,058,193 0 0.0 0.2

国庫支出金とは、国が事業の経費の全部又は一部を負担するこことされている

国庫負担金、国が特定の事業を奨励するため、又は地方公共団体の財政上の特別

な必要に基づいて支出する国庫補助金のことである。 

    国庫負担金の内訳は、療養給付費負担金（482 億 1,074 万 898 円）、高額医療費

負担金（4億 3,178 万 4,853 円）である。 

国庫補助金の内訳は、普通調整交付金（188 億 3,255 万 2,000 円）、高齢者医療

制度円滑運営事業補助金（8億 8,780 万 8,241 円）、保健事業補助金から名称変更

した後期高齢者医療制度事業費補助金（1億 505 万 8,193 円）である。 

《第３款》 県支出金                                    （単位：円・％） 

 
予算現額 

（Ａ） 

調定額 

（Ｂ） 

収入済額 

（Ｃ） 

収入 

未済額 

執行率 

(C/A) 

構成 

比率 

平成２０年度 16,749,531,000 16,366,556,234 16,366,556,234 0 97.7 100.0

内

訳 

療養給付費負担金 16,331,143,000 15,948,877,385 15,948,877,385 0 97.7 97.4

高額医療費負担金 418,388,000 417,678,849 417,678,849 0 99.8 2.6
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   県支出金とは、県が事業の経費の全部又は一部を負担することとされている

県負担金等のことである。県負担金の内訳は、療養給付費負担金（159 億 4,887

万 7,385 円）、高額医療費負担金（4億 1,767 万 8,849 円）である。 

《第４款》 支払基金交付金              （単位：円・％） 

 
予算現額 

（Ａ） 

調定額 

（Ｂ） 

収入済額 

（Ｃ） 

収入 

未済額 

執行率 

(C/A) 

平成 20 年度 85,940,567,000 81,447,334,000 81,447,334,000 0 94.8

   支払基金交付金とは、若年者の保険料を財源として社会保険診療報酬支払基

金が交付するもので、収入済額は 814 億 4,733 万 4,000 円である。 

《第５款》 特別高額医療費共同事業交付金       （単位：円・％） 

 
予算現額 

（Ａ） 

調定額 

（Ｂ） 

収入済額 

（Ｃ） 

収入 

未済額 

執行率 

(C/A) 

平成 20 年度 44,500,000 13,738,583 13,738,583 0 30.9

   特別高額医療費共同事業交付金は、著しく高額な医療費が発生した際に交付

されるもので、収入済額は 1,373 万 8,583 円である。 

《第６款》 繰入金                    （単位：円・％） 

 
予算現額 

（Ａ） 

調定額 

（Ｂ） 

収入済額 

（Ｃ） 

収入 

未済額 

執行率 

(C/A) 

構成 

比率 

平成２０年度 1,733,949,000 1,673,133,553 1,673,133,553 0 96.5 100.0

内

訳 

一般会計繰入金 933,949,000 856,848,605 856,848,605 0 91.7 51.2

基金繰入金 800,000,000 816,284,948 816,284,948 0 102.0 48.8

繰入金の内訳は、一般会計からの事務費繰入金（8億 5,684 万 8,605 円）、後期

高齢者医療制度臨時特例基金からの被扶養者保険料軽減分への補てんとしての繰

入金（8億 1,628 万 4,948 円）である。 

《第７款》県財政安定化基金借入金については、収入がなかった。 
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《第８款》 諸収入                                 （単位：円・％） 

 
予算現額 

（Ａ） 

調定額 

（Ｂ） 

収入済額 

（Ｃ） 

収入 

未済額 

執行率 

(C/A) 

構成 

比率 

平成２０年度 97,371,000 53,698,734 53,698,734 0 55.1 100.0

延滞金、加算金及び過料 2,000 942,400 942,400 0 471.2 1.8

内訳 延滞金 1,000 942,400 942,400 0 942.4 100.0

過料 1,000 0 0 0 0.0 0.0

雑入 97,369,000 15,900,818 15,900,818 0 16.3 29.6

 

内訳 

第三者納付金 87,742,000 6,440,389 6,440,389 0 7.3 40.5

返納金 1,000 0 0 0 0.0 0.0

雑入 9,626,000 9,460,429 9,460,429 0 98.3 59.5

預金利子 0 36,855,516 36,855,516 0 0.0 68.6

諸収入は、他の収入科目に含まれない収入をまとめたものです。主なものは交

通事故など第三者の行為によるケガや病気の医療費を加害者が負担する第三者納

付金 644 万 389 円、雑入の電算システム回線共有負担金 946 万 429 円、歳計現金

の運用に伴う預金利子 3,685 万 5,516 円である。 

《第９款》 寄附金                  （単位：円・％） 

 
予算現額 

（Ａ） 

調定額 

（Ｂ） 

収入済額 

（Ｃ） 

収入 

未済額 

執行率 

(C/A) 

平成 20 年度 1,000 1,977 1,977 0 197.7

寄附金は後期高齢者医療のために後期高齢者医療広域連合へ寄付された現金を

収入したもので、1,977 円（１件）である。 
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(２) 歳出 

平成 20 年度の後期高齢者医療特別会計決算額は、予算現額 2,090 億 7,657 万

9,000 円、支出済額 1,926 億 8,206 万 2,666 円、不用額 163 億 9,451 万 6,334

円で、執行率 92.2％となっている。款別の支出状況は、次のとおりである。 

【款別支出状況及び構成比率表】       （単位：円・％） 

 
予算現額 

（Ａ） 

支出済額 

（Ｂ） 

翌 年 度

繰 越 額

（Ｃ） 

不用額 

（Ａ-Ｂ-Ｃ） 

執行率 

（Ｂ/Ａ） 

構成 

比率 

総務費 957,374,000 881,223,034 0 76,150,966 92.0 0.4

保険給付費 206,149,251,000 191,474,140,458 0 14,675,110,542 92.9 99.4

県財政安定化 

基金拠出金 
88,673,000 88,592,643 0 80,357 99.9 0.1

特別高額医療費 

共同事業拠出金 
44,700,000 11,115,193 0 33,584,807 24.9 0.0

保健事業費 350,072,000 226,968,838 0 123,103,162 64.8 0.1

諸支出金 109,000 22,500 0 86,500 20.6 0.0

公債費 10,000,000 0 0 10,000,000 0.0 0.0

予備費 1,476,400,000 0 0 1,476,400,000 
0.0 

0.0

合計 209,076,579,000 192,682,062,666 0 16,394,516,334 92.2 100.0

款ごとの詳しい説明については次のとおりである。 

《第１款》 総務費                （単位：円・％） 

 
予算現額 

（Ａ） 

支出済額 

（Ｂ） 

翌 年 度

繰 越 額

（Ｃ） 

不用額 

（Ａ-Ｂ-Ｃ）

執行率 

（Ｂ/Ａ） 

平成２０年度 957,374,000 881,223,034 0 76,150,966 92.0 

総務費は、保険給付業務等を行うための各種経費を支出したものである。 

事業別で説明すると、業務一般管理費で主なものは、派遣職員人件費等負担金 1

億 4,809 万 8,870 円である。医療給付経費では、レセプト２次点検業務委託料

6,873 万 9,667 円、審査支払システム手数料 2,627 万 7,421 円、審査支払共同電

算手数料 3 億 1,704 万 2,840 円である。保険料賦課経費では被扶養者情報委託
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料63万592円である。電算システム経費では補完システム開発業務委託料4,473

万円、運用支援業務委託料 5,156 万 3,127 円、電算システム賃借料 1 億 1,699

万 7,151 円である。 

《第２款》 保険給付費                      （単位：円・％） 

 
予算現額 

（Ａ） 

支出済額 

（Ｂ） 

翌 年 度 

繰 越 額  

（Ｃ） 

不用額 

（Ａ-Ｂ-Ｃ） 

執行率 

（Ｂ/Ａ） 

構成 

比率 

平成２０年度 206,149,251,000 191,474,140,458 0 14,675,110,542 92.9 100.0

療養諸費 197,392,715,000 185,394,378,573 0 11,998,336,427 93.9 96.9

内

訳 

療養給付費 190,273,941,000 179,005,626,709 0 11,268,314,291 94.1 93.5

療養費 1,402,248,000 1,265,696,992 0 136,551,008 90.3 0.7

食事・生活療養費 4,527,762,000 4,027,908,704 0 499,853,296 89.0 2.1

訪問看護療養費 371,572,000 332,751,830 0 38,820,170 89.6 0.2

移送費 900,000 100,000 0 800,000 11.1 0.0

審査支払手数料 816,292,000 762,294,338 0 53,997,662 93.4 0.4

高額療養費 7,787,386,000 5,258,211,885 0 2,529,174,115 67.5 2.7

葬祭費 969,150,000 821,550,000 0 147,600,000 84.8 0.4

特別会計の主な支出となる保険給付費の支出済額は 1,914 億 7,414 万 458 円

である。 

その中で主なものは、現物給付となる療養給付費 1,790 億 562 万 6,709 円、

現金給付の療養費12億6,569万 6,992円、入院時の食事・生活療養費40億2,790

万 8,704 円、訪問介護ステーションによる訪問看護療養費 3 億 3,275 万 1,830

円、療養の給付に関する費用等についての審査支払手数料 7 億 6,229 万 4,338

円、医療費が高額になった場合の高額療養費 52 億 5,821 万 1,885 円、葬祭費 8

億 2,155 万円である。 
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《第３款》 県財政安定化基金拠出金                 （単位：円・％） 

 
予算現額 

（Ａ） 

支出済額 

（Ｂ） 

翌 年 度

繰 越 額

（Ｃ） 

不用額 

（Ａ-Ｂ-Ｃ） 

執行率 

（Ｂ/Ａ） 

平成２０年度 88,673,000 88,592,643 0 80,357 99.9 

   県財政安定化基金拠出金は保険料不足や給付の見込み誤り等に起因する財政

不足に対応する新潟県後期高齢者医療財政安定化基金への拠出金で、支出済額

は 8,859 万 2,643 円である。 

《第４款》 特別高額医療費共同事業拠出金       （単位：円・％） 

 
予算現額 

（Ａ） 

支出済額 

（Ｂ） 

翌 年 度 

繰 越 額  

（Ｃ） 

不用額 

（Ａ-Ｂ-Ｃ） 

執行率 

（Ｂ/Ａ） 

平成２０年度 44,700,000 11,115,193 0 33,584,807 24.9 

特別高額医療費共同事業拠出金は著しい高額な医療費に対する広域連合共同

で負担する拠出金で、支出済額は 1,111 万 5,193 円である。 

《第５款》 保健事業費                                （単位：円・％） 

 
予算現額 

（Ａ） 

支出済額 

（Ｂ） 

翌 年 度 

繰 越 額  

（Ｃ） 

不用額 

（Ａ-Ｂ-Ｃ） 

執行率 

（Ｂ/Ａ） 

平成 20 年度 350,072,000 226,968,838 0 123,103,162 64.8

保健事業費は、健康診査に対する各市町村への委託費で、支出済額は 2 億

2,696 万 8,838 円である。 

《第６款》 諸支出金                                  （単位：円・％） 

 
予算現額 

（Ａ） 

支出済額 

（Ｂ） 

翌 年 度 

繰 越 額  

（Ｃ） 

不用額 

（Ａ-Ｂ-Ｃ） 

執行率 

（Ｂ/Ａ） 

平成２０年度 109,000 22,500 0 86,500 20.6

諸支出金は還付加算金 2万 2,500 円である。 

《第７款》公債費及び《第８款》予備費については、支出がなかったため予算現額

の全額が不用となった。 
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特別会計 

≪歳 入 決 算 構 成 図≫ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

≪歳 出 決 算 構 成 図≫ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

平成２０年度 

決算額 

192,682,063 千円 

【歳出】 

保険給付費 

191,474,140 千円 

（99.4％） 

総務費  881,223 千円(0.4％） 

県財政安定化基金拠出金 88,593 千円 (0.1％) 

特別高額医療費共同事業拠出金  

11,115 千円 (0.0％) 

保健事業費 226,969 千円 (0.1％) 

諸支出金         23 千円(0.0％) 

 

平成２０年度 

決算額 

202,360,396 千円 

市町村支出金 

34,337,988 千円 

（17.0％） 

【歳入】 

国庫支出金 

68,467,944 千円 

（33.8％） 

県支出金

16,366,556 千円

（8.1％） 

支払基金交付金 

81,447,334 千円 

（40.2％） 

特別高額医療費 
共同事業負担金 13,739 千円 （0.0％） 

繰入金 1,673,134 千円 (0.8％) 

諸収入   53,699 千円 (0.1％) 

寄附金     2 千円 (0.0％) 
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４ 財産 

（１）公有財産（土地・建物・山林・有価証券・物権等）・・・ 

一般会計及び特別会計該当財産なし 

 

（２）物品（購入価格１００万円以上の物品）・・・ 

一般会計及び特別会計該当財産なし 

 

（３）債権（貸付金等）・・・一般会計及び特別会計該当財産なし 

 

（４）基金 

 ア 一般会計 

 後期高齢者医療制度の円滑な施行を図るため、高齢者医療制度円滑導入臨時

特例交付金を受け入れ、平成１９年度に新潟県後期高齢者医療広域連合後期高

齢者医療制度臨時特例基金を設置した。被用者保険の被扶養者であった方への

平成２０年度における保険料の９割軽減やその広報啓発費用に充てた。その後、

平成２０年度に説明会の開催及び広報による周知、きめ細やかな相談体制の整

備のため（特別対策補助金）の、高齢者医療制度円滑運営臨時特例交付金が追

加交付され、同基金に積み立てた。 

   増加の内訳は、高齢者医療制度円滑運営臨時特例交付金 18 億 2,511 万 5,791

円、利息 136 万 9,920 円である。 

  減少の内訳は、被扶養者保険料軽減分 8 億 1,628 万 4,948 円、その制度周知

のための広報啓発経費12万9,500円、特別対策補助金1,835万7,000円である。 

決算年度末における基金の現在高は、次表のとおりである。 

【基金現在高表】              （単位：円） 

 前年度末現在高
決算年度中増減高 

決算年度末現在高
増 減 

後期高齢者 
医療制度 
臨時特例基金 

1,276,268,537 1,826,485,711 834,771,448 2,267,982,800

 

イ 特別会計・・・該当財産なし 
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５ むすび 

平成２０年４月に後期高齢者医療制度が施行された。全国的には、保険証の未着

問題や保険料の計算ミスの問題も報じられたが、当広域連合では大きなミスもなく

今日まで順調にきている。ただ、今までの老人保健制度からの大幅な制度改正であ

ったため、制度の趣旨等が被保険者の方に十分に理解されているとはいえないこと

から、引き続き分かりやすい広報を繰り返し行うなど、制度の周知に一層努められ

たい。 

その施行 1年目の決算状況であるが、当年度の一般会計では、歳入 29 億 9,754 万

1,265 円、歳出 28 億 6,174 万 5,787 円となっている。形式収支・実質収支ともに 1

億 3,579 万 5,478 円の黒字で、前年度実質収支を差し引いた単年度収支で 3,274 万

3,898 円の黒字になっている。予算執行状況では歳入で 100.4％の収入率、歳出で

95.9％の執行率である。その要因は総務費の特別会計への事務費（繰出金）を削減

したことによるものである。 

後期高齢者医療特別会計では、歳入2,023億 6,039万 5,809円、歳出1,926億 8,206

万 2,666 円となっている。形式収支・実質収支ともに 96 億 7,833 万 3,143 円の黒字

である。予算執行状況では特別会計の歳入で 96.8％の収入率、歳出で 92.2％の執行

率である。その主な要因は保険給付費の執行率が 92.9％と当初の見込みよりも下回

ったことによるものである。 

また、後期高齢者医療制度臨時特例基金では、決算年度中の増加額 18 億 2,648 万

5,711 円、減少額 8 億 3,477 万 1,448 円となっている。増加の要因は国から多額の

臨時特例交付金を受け入れたことによるものである。減少の主な要因は被扶養者保

険料の軽減分である。 

以上が、平成２０年度新潟県後期高齢者医療広域連合一般会計及び特別会計歳入

歳出決算審査の概要である。 

今後、高齢化が更に進行し、高齢者の医療費が増大していく中で、本制度の安定

的な運営を進めていくためには、医療費の動向把握・分析に努め、医療費の適正化

に向けた有効な事業を実施するとともに、保険料の収納対策についても関係市町村
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と協力体制を整えて、確実に保険料を確保するよう努めてほしい。本制度が住民の

理解と協力を得て、これからも被保険者の健康の保持・増進が図られるよう望むも

のである。 

 



議案第１３・１４号別紙 

 

 

平成２０年度 

 

歳 入 歳 出 決 算 書 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

新潟県後期高齢者医療広域連合 

 









































































































































 
 
 

 
 

 
 

議会８月定例会   
 
 
 
 

 
予 算 書 
予算に関する説明書 

 
 
・議案第10号別紙 専決処分第１号 

平成２０年度新潟県後期高齢者医療広域連合一般会計補正

予算（第２号） 
 
・議案第15号別紙 平成２１年度新潟県後期高齢者医療広域連合一般会計補正予

算（第１号） 
 
・議案第16号別紙 平成２１年度新潟県後期高齢者医療広域連合後期高齢者医療

特別会計補正予算（第１号） 
 

 





































































 
 
 

 
 

 
 

議会８月定例会   
 
 
 
 

 

条例改正新旧対照表 
 

 
 
 
 
・議案第１１号関係 専決処分第２号 

新潟県後期高齢者医療広域連合後期高齢者医療に関する

条例の一部を改正する条例 
 
 
・議案第１２号関係 新潟県後期高齢者医療広域連合後期高齢者医療制度臨時特例

基金条例の一部を改正する条例 
 
 
 
 
 
 

 



１ 

議案第１１号関係 

 

新潟県後期高齢者医療広域連合後期高齢者医療に関する条例 

の一部を改正する条例の新旧対照表 

 
新 旧 

 

附 則 

 

（平成２０年度及び平成２１年度における保険料の賦

課総額の算定の特例） 

第４条 平成２０年度及び平成２１年度における保険料

の賦課総額の算定について第１３条の規定を適用す

る場合においては、同条中「第１５条又は第１６条」

とあるのは、「第１５条若しくは第１６条又は附則第

５条、附則第７条、附則第８条、附則第９条若しくは

附則第１０条」とする。 

 

（平成２０年度における所得の少ない者に係る被保険

者均等割額の減額の特例） 

第８条 平成２０年度において、第１５条第１項第１号

に規定する被保険者（被扶養者であった被保険者を除

く。）に対して賦課する被保険者均等割額は、同条第

１項第１号及び第３項の規定により算定した被保険

者均等割額に６分の１を乗じて得た額（１００円未満

の端数があるときはこれを切り捨てて得た額）に３を

乗じて得た額とする。 

 

 （平成２１年度における所得の少ない者に係る保険料

の賦課額の特例） 

第 10 条 平成２１年度における所得の少ない者に係る

保険料の減額について第１５条第１項第１号の規定

を適用する場合においては、同号中「１０分の７」と

あるのは、「２０分の１７」とする。 

２ 前項の規定は、平成２１年度における所得の少ない

者に係る保険料の減額について第１５条第１項第１

号の２の規定を適用する場合においては、適用しな

い。 

 

 

附 則 

 

（平成２０年度及び平成２１年度における保険料の賦

課総額の算定の特例） 

第４条 平成２０年度及び平成２１年度における保険料

の賦課総額の算定について第１３条の規定を適用す

る場合においては、同条中「第１５条又は第１６条」

とあるのは、「第１５条若しくは第１６条又は附則第

５条、附則第７条、附則第８条若しくは附則第９条」

とする。 

 

（平成２０年度における所得の少ない者に係る被保険

者均等割額の減額の特例） 

第８条 平成２０年度において、第１５条第１項第１号

に規定する被保険者（被扶養者であった被保険者を除

く。）に対して賦課する被保険者均等割額は、同条第

１項第１号及び第２項の規定により算定した被保険

者均等割額に６分の１を乗じて得た額（１００円未満

の端数があるときはこれを切り捨てて得た額）に３を

乗じて得た額とする。 

 

 （加える。） 

 

 

 



２ 

議案第１２号関係 

 

新潟県後期高齢者医療広域連合後期高齢者医療制度臨時特例基金条例 

の一部を改正する条例の新旧対照表 

 
新 旧 

 

 （処分） 

第６条 基金は、次に掲げる場合に限り、これを処分

することができる。 

(1) ～(4)  （略） 

(5) 平成２１年度における広域連合が行う均等割

額が７割減額されている被保険者の一部（７割の

減額を受ける世帯のうち、被保険者全員が高齢者

の医療の確保に関する法律施行令（平成１９年政

令第３１８号）第１５条第１項第４号に規定する

各種所得の金額及び他の所得と区分して計算さ

れる所得の金額がない世帯に属する被保険者）の

被保険者に係る均等割額の減額（前期高齢者交付

金及び後期高齢者医療の国庫負担金の算定等に

関する政令（平成１９年政令第３２５号。以下「算

定政令」という。）第１０条第１項に規定する額

を除く。）及び基礎控除後の総所得金額等が５８

万円を超えない被保険者に係る所得割額の減額

のための財源に充てる場合 

(6) 平成２１年度における広域連合が行う均等割額

が７割減額されている被保険者（前号の規定によ

る均等割額の減額を受けている者を除く。）に係

る均等割額の減額（算定政令第１０条第１項に規

定する額を除く。）のための財源に充てる場合 

 

 

 （処分） 

第６条 基金は、次に掲げる場合に限り、これを処分

することができる。 

(1) ～(4)  （略） 

(5) 平成２１年度における広域連合が行う均等割

額が７割減額されている被保険者の一部（７割の

減額を受ける世帯のうち、被保険者全員が高齢者

の医療の確保に関する法律施行令（平成１９年政

令第３１８号）第１５条第１項第４号に規定する

各種所得の金額及び他の所得と区分して計算さ

れる所得の金額がない世帯に属する被保険者）の

被保険者に係る均等割額の減額（前期高齢者交付

金及び後期高齢者医療の国庫負担金の算定等に

関する政令（平成１９年政令第３２５号）第１０

条第１項に規定する額を除く。）及び基礎控除後

の総所得金額等が５８万円を超えない被保険者

に係る所得割額の減額のための財源に充てる場

合 

  （加える。） 
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